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○補助の内容
　①危険住宅の撤去および移転
　　（上限 80 万２千円）
　②危険住宅に代わる住宅の建設など
　　は、金融機関から融資を受けた場合
　　の借入金の利子相当額
　　（上限 722 万７千円）
○対象
　①災害危険区域
　②県の建築基準法施行条例に基づくが
　　けの区域
　③土砂災害特別警戒区域
○その他
　①危険住宅居住者の親族が居住者のた
　　めに住宅を建設または購入する場合
　　も対象となります。
　②危険住宅を撤去し、公営住宅に入居
　　 し た り 親 族 の 住 宅 に 同 居 す る 場 合
　　も、事業の対象となりますが、空き
　　家の撤去は対象となりません。

◎問い合わせ先
　役場景観推進課建設係
　☎（86）1136［直通］
　県建築課監察指導係
　☎ 099（286）2111

あなたの住まいは安全ですか？
～ がけ地近接等危険住宅移転事業 ～

（参考）「がけ」とは、地表面が水平面に対し 30 度を超える角度をなし、かつ、
その高さが 2 ｍを越えるもので、その区域は「がけ」の高さの 2 倍以内の
範囲です。（下図参照）

がけの下端からの水平距離が
がけの高さの 2 倍以内

がけの上端からの水平距離が
がけの高さの 2 倍以内

2 ｍを超える高さ

30 度超

　がけ地近接等危険住宅移転事業とは、がけ地の崩壊
などにより、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある
土地に建っている住宅を、 安全な場所に移転するた
め、国と県および町が移転者に危険住宅の除去などに
要する費用と、新たに建設または購入する住宅に要す
る経費（金融機関から融資を受けた借入金の利子相当
額）に対して補助金を交付する制度です。

8Nagashima town Public Relations


